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家 庭 経 済 設 計

初
歩
か
ら
始
め
る
年
金
講
座 

第
２
回

年
金
は
い
く
ら
受
給
で
き
る
の
か
？

―
―
ね
ん
き
ん
定
期
便
の
見
方

＊
50
歳
未
満　

加
入
実
績
に
よ
る
年
金
見
込
額

＊
50
歳
以
上　
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
作
成
時
の
加

入
制
度
に
引
き
続
き
60
歳
ま
で
加
入
し
た
場
合

の
年
金
見
込
額
。
な
お
、
年
金
受
給
中
（
全
額

停
止
も
含
む
）
の
加
入
者
に
は
、
年
金
見
込
額

は
通
知
さ
れ
ま
せ
ん
。

③
保
険
料
納
付
額
（
加
入
者
本
人
負
担
分
の
累
計
）

な
お
、
節
目
年
齢
（
35
歳
・
45
歳
・
59
歳
）
の

人
に
は
、
①
〜
③
に
加
え
て
以
下
の
④
〜
⑥
が
通
知

さ
れ
ま
す
。

④
年
金
加
入
履
歴
（
加
入
制
度
、
事
業
所
名
称
、

資
格
取
得
・
喪
失
年
月
日
等
）

⑤
厚
生
年
金
の
全
期
間
の
月
ご
と
の
標
準
報
酬
月

額
・
賞
与
額
、
保
険
料
納
付
額

⑥
国
民
年
金
の
全
期
間
の
月
ご
と
の
保
険
料
納
付

状
況
（
納
付
、
未
納
、
免
除
等
の
区
別
）

〔
①
②
③
の
内
容
で
１
枚
、
④
⑤
⑥
は
必
要
枚
数

に
な
っ
て
い
ま
す
〕

た
。
な
お
、
送
付
年
齢
、
タ
イ
ミ
ン
グ
、
頻
度
等

は
異
な
る
も
の
の
公
務
員
に
は
以
前
「
公
務
員
共
済

年
金
の
お
知
ら
せ
」
が
送
付
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
は
送
付
時
に
加
入
し
て

い
る
、
ま
た
は
最
後
に
加
入
し
て
い
た
年
金
記
録

の
あ
る
実
施
機
関（
※
）か
ら
送
付
さ
れ
、
送
付
す

る
実
施
機
関
は
、
全
て
の
実
施
機
関
の
年
金
加
入

記
録
を
含
め
て
送
付
し
て
い
ま
す
。

※
地
方
職
員
共
済
組
合
、
全
国
市
町
村
職
員
共
済

組
合
連
合
会
、
公
立
学
校
共
済
組
合
、
警
察
共

済
組
合
、
東
京
都
職
員
共
済
組
合
、
日
本
年
金

機
構
な
ど

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
は
毎
年
誕
生
月
ま
た
は

誕
生
月
の
翌
月
に
ハ
ガ
キ
形
式
で
、
35
歳
・
45
歳
・

59
歳
の
節
目
年
齢
の
人
に
は
Ａ
４
判
の
水
色
の
封

筒
で
送
ら
れ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
通
知
内
容
は
、

以
下
の
と
お
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

①
年
金
加
入
期
間
（
加
入
月
数
・
納
付
月
数
等
）

②
年
金
見
込
額

  三宅 明彦
三宅社会保険労務士事務所 代表

【みやけ・あきひこ】
特定社会保険労務士。金融機関において年
金セミナー・年金研修・年金相談講師を主に
行い、企業の労務管理や雑誌の執筆も行って
いる。また、東京都社会保険労務士会の「年
金相談員中級講座」「年金相談員専門（上級）
講座」の講師を務める。主な著書に『厚生年
金と共済年金の一元化で変わる年金相談実
務』『年金相談に役立つ周辺知識・雑学・複
雑例』（日本法令刊）等がある。

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
の
概
要

　

　

国
民
年
金
・
厚
生
年
金
の
加
入
者
に
対
し
て
、

年
金
に
関
す
る
個
人
情
報
を
分
か
り
や
す
く
通
知

し
て
確
認
を
し
て
も
ら
う
目
的
で
、
日
本
年
金
機

構
で
は
平
成
21
年
４
月
か
ら
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

平
成
27
年
10
月
に
被
用
者
年
金
一
元
化
法
が
実
施

さ
れ
、
会
社
員
・
公
務
員
の
区
別
な
く
、
同
額
の
報

酬
で
あ
れ
ば
同
額
の
保
険
料
を
負
担
し
て
、
同
額
の

年
金
給
付
を
受
け
る
と
い
う
公
平
性
を
確
保
す
る
た

め
に
厚
生
年
金
制
度
に
公
務
員
及
び
私
立
学
校
の
教

職
員
も
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
従
来
の
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
の

加
入
者
の
み
に
送
付
し
て
い
た
「
ね
ん
き
ん
定
期

便
」
を
、
平
成
27
年
12
月
か
ら
公
務
員
及
び
私
立

学
校
の
教
職
員
に
も
送
付
し
て
年
金
加
入
履
歴
や

年
金
見
込
額
等
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
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「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
の
見
方

（
１
）
50
歳
未
満
の
人
に
送
付
さ
れ
る

　
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
【
ハ
ガ
キ
形
式
】」（
図
表
1
）

今
ま
で
に
加
入
し
た
制
度
や
現
在
加
入
し
て
い

る
制
度
の
種
類
と
加
入
期
間
、
こ
れ
ま
で
の
加
入

実
績
に
応
じ
た
年
金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
後
加
入
実
績
が
増
え
る
に
し
た
が
っ
て
年
金
額

も
増
え
て
い
き
ま
す
。

①
「
こ
れ
ま
で
の
年
金
加
入
期
間
」
に
つ
い
て
の

留
意
点
（
A
）

＊
国
民
年
金
（
ａ
）
の
「
第
１
号
被
保
険
者
（
未

納
月
数
を
除
く
）」
欄
に
は
、
国
民
年
金
保
険

料
の
前
納
期
間
（
前
払
い
し
た
期
間
）
の
月
数

が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

＊
合
算
対
象
期
間
等（
ｄ
）欄
に
は
、カ
ラ
期
間（
年

金
額
の
計
算
に
は
含
め
な
い
が
、
受
給
資
格
に

は
含
め
る
期
間
）
の
う
ち
、
次
の
期
間
の
合
計

が
表
示
さ
れ
ま
す
。

・
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
た
期
間
の
う
ち
、
保

険
料
を
納
め
て
い
な
い
期
間

・
第
３
号
被
保
険
者
不
整
合
記
録
期
間
の
特
定
期
間

　
（
本
来
は
第
１
号
被
保
険
者
で
あ
る
の
に
第
３
号

被
保
険
者
に
な
っ
て
い
た
期
間
で
、
平
成
25
年

７
月
以
降
に
第
１
号
被
保
険
者
に
記
録
を
訂
正

し
て
、
カ
ラ
期
間
と
み
な
さ
れ
た
期
間
の
こ
と
）

②
「
こ
れ
ま
で
の
加
入
実
績
に
応
じ
た
年
金
額
と

【
参
考
】こ
れ
ま
で
の
保
険
料
納
付
額（
累
計
額
）」

の
留
意
点
（
B
）

＊
公
務
員
厚
生
年
金
期
間
（
国
家
公
務
員
・
地
方

図表１　50歳未満の人に送付される　「ねんきん定期便【ハガキ形式】」

公
務
員
）
と
私
学
共
済
厚
生
年
金
期
間
の
年
金

額
に
は
、
平
成
27
年
９
月
ま
で
の
職
域
加
算
額

（
経
過
的
職
域
加
算
額
と
し
て
退
職
共
済
年
金
の

名
称
で
支
給
さ
れ
ま
す
）
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
年
金
額
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、

記
録
の
不
備
が
あ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お

近
く
の
年
金
事
務
所
等
に
て
確
認
を
し
て
下
さ
い
。

＊
国
家
公
務
員
期
間
の
保
険
料
は
、
標
準
報
酬
制

度
の
導
入
（
昭
和
61
年
４
月
）
以
後
の
保
険
料

納
付
額
（
国
家
公
務
員
期
間
に
通
算
さ
れ
た
旧

三
公
社
期
間
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
の
保
険
料

納
付
額
は
除
く
）
の
み
を
表
示
し
て
い
ま
す
。

＊
地
方
公
務
員
期
間
に
係
る
保
険
料
に
つ
い
て

は
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
内
で
の
掛
金
率
が

統
一
さ
れ
た
平
成
元
年
12
月
以
後
の
保
険
料
納

付
額
の
み
を
表
示
し
て
い
ま
す
。

③
私
は
年
金
を
い
く
ら
受
給
で
き
る
の
か
？

　

C
の
金
額
で
す
。
現
時
点
の
加
入
歴
で
の
試
算

額
で
あ
る
こ
と
に
注
意
！　

よ
っ
て
、
今
後
加
入

期
間
が
増
え
れ
ば
年
金
額
も
増
え
ま
す
。

（
２
）
50
歳
以
上
の
人
に
送
付
さ
れ
る

　
「
ね
ん
き
ん
定
期
便【
ハ
ガ
キ
形
式
】」（
図
表
２
）

現
在
加
入
し
て
い
る
制
度
に
60
歳
ま
で
加
入

し
た
場
合
に
、
い
つ
か
ら
（
年
齢
）、
い
く
ら
（
年

金
見
込
額
）、
ど
の
よ
う
な
（
種
類
の
）
年
金
を

受
け
ら
れ
る
か
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
年
金
受
給
資
格
期
間
で
あ
る
25
年

（
３
０
０
カ
月
）
以
上
の
加
入
等
が
な
い
場
合
に

は
記
載
さ
れ
ま
せ
ん
。
な
お
、
平
成
29
年
４
月
か

ら
は
年
金
受
給
資
格
期
間
は
10
年（
１
２
０
カ
月
）

に
な
る
予
定
で
す
。

C

B

A
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③
﹇
こ
れ
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
状
況

で
す
﹈（
I
）

　

過
去
に
国
民
年
金
に
加
入
し
た
こ
と
が
あ
る
場

合
に
「
納
付
、
未
納
、
免
除
等
の
区
別
」
が
月
ご

と
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
間
違
い
が
な
い

か
、
確
認
を
し
て
下
さ
い
。

④
私
は
年
金
を
い
く
ら
受
給
で
き
る
の
か
？　
　

　

J
の
金
額
で
す
。
現
時
点
の
加
入
歴
で
の
試
算

額
で
あ
る
こ
と
に
注
意
！　

よ
っ
て
、
今
後
加
入

期
間
が
増
え
れ
ば
年
金
額
も
増
え
ま
す
。

な
お
、
詳
し
く
は
同
封
さ
れ
て
い
る
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
（
ね
ん
き
ん
定
期
便
の
見
方
ガ
イ
ド
）
を
ご

覧
下
さ
い
。
ま
た
、
各
共
済
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
は
、
年
金
に
関
す
る
各
種
案
内
を
行
っ
て
い

ま
す
の
で
、
ご
利
用
下
さ
い
。

【
参
考
】

☆
地
方
職
員
共
済
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
年
金
制
度
の
概
要
」「
年
金
に
関
す
る
手
続
き
」

「
年
金
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
」「
年
金
届
出
書
類

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
」「
年
金
受
給
者
だ
よ
り
の
掲
載
」

☆
地
共
済
年
金
情
報
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト

公
務
員
共
済
組
合
期
間
に
係
る
「
加
入
期
間
」

「
見
込
額
」「
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
」　

「
保
険
料
納
付
記
録
」
の
毎
月
更
新
し
て
い
る
情

報
を
閲
覧
で
き
ま
す
。

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」を
活
用
し
よ
う
！　

　
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
は
こ
れ
か
ら
毎
年
、
送

付
さ
れ
て
き
ま
す
。
50
歳
未
満
の
人
で
し
た
ら
、

年
を
重
ね
る
ご
と
に
年
金
加
入
期
間
が
増
え
て
い

①
「
こ
れ
ま
で
の
年
金
加
入
期
間
」
に
つ
い
て
の

留
意
点
（
D
）

　
﹇
50
歳
未
満
の
人
と
同
様
で
す
の
で
、
上
記
を

ご
参
照
下
さ
い
﹈

②
「
老
齢
年
金
の
種
類
と
見
込
額
（
１
年
間
の
受

取
見
込
額
）」
の
留
意
点
（
E
）

　
﹇
50
歳
未
満
の
人
と
ほ
ぼ
同
様
で
す
の
で
、
相

違
点
の
み
を
記
載
し
ま
す
﹈

＊
老
齢
基
礎
年
金
額
は
本
来
の
受
給
年
齢
で
あ
る

65
歳
か
ら
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

＊
一
般
厚
生
年
金
期
間
、
公
務
員
厚
生
年
金
期
間
、

私
学
共
済
厚
生
年
金
期
間
ご
と
に
計
算
し
た
老

齢
厚
生
年
金
及
び
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金

の
見
込
額
が
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

③
私
は
年
金
を
い
く
ら
受
給
で
き
る
の
か
？

　

F
の
金
額
で
す
。
満
額
支
給
に
な
る
65
歳
か
ら

受
給
で
き
る
試
算
額
で
す
！

（
３
）
35
歳
・
45
歳
の
節
目
年
齢
に
送
付
さ
れ
る

　

 「
ね
ん
き
ん
定
期
便
【
Ａ
４
版
】」（
図
表
３
）

　
「（
１
）
50
歳
未
満
の
人
」
と
ほ
ぼ
同
様
で
す
が
、

さ
ら
に
以
下
の
内
容
が
通
知
さ
れ
ま
す
。

①
﹇
こ
れ
ま
で
の
「
年
金
加
入
履
歴
」
で
す
﹈（
G
）

　

こ
れ
ま
で
の
加
入
制
度
、事
業
所
名
称
、資
格
取
得
・

喪
失
年
月
日
、
加
入
月
数
等
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
間
違
い
が
な
い
か
、
確
認
を
し
て
下
さ
い
。

②
﹇
こ
れ
ま
で
の
厚
生
年
金
保
険
に
お
け
る
標
準

報
酬
月
額
な
ど
の
月
別
状
況
で
す
﹈（
H
）

　

厚
生
年
金
の
過
去
の
月
ご
と
の
標
準
報
酬
月

額
・
賞
与
額
、
保
険
料
納
付
額
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
当
時
の
給
与
と
大
き
く
違
わ
な
い
か
、

確
認
を
し
て
下
さ
い
。

図表２　50歳以上の人に送付される「ねんきん定期便【ハガキ形式】」図表２　50歳以上の人に送付される「ねんんんきん定期便【ハガキ形式】」

D

E

F
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き
ま
す
の
で
、
受
給
で
き
る
年
金
額
も
増
え
て
い

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
50
歳
以
上
の
人
で

し
た
ら
、
60
歳
ま
で
加
入
し
た
場
合
の
年
金
額
が

表
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
い
つ
か
ら
、
い
く
ら

の
年
金
が
も
ら
え
る
の
か
が
ひ
と
目
で
わ
か
り
ま

す
。

図表３　35歳・45歳の節目年齢に送付される「ねんきん定期便【Ａ４】版」

と
も
考
え
な
が
ら
自
助
努
力
（
個
人
年
金
等
）
の
計

画
も
立
て
や
す
く
な
る
で
し
ょ
う
し
、
自
助
努
力
の

必
要
性
も
わ
か
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
で
は
、
ご
自
身
の

給
与
額
や
賞
与
額
の
確
認
も
で
き
ま
す
の
で
、
今

後
の
生
活
に
役
立
て
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

よ
っ
て
、「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
を
見
れ
ば
将
来

も
ら
え
る
公
的
年
金
額
の
目
安
が
わ
か
り
ま
す
の

で
、
老
後
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
の
設
計
の
際
に
は
役
立

つ
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ゆ
と
り
あ
る
老
後
を
迎
え

る
た
め
に
は
、
公
的
年
金
額
プ
ラ
ス
い
く
ら
の
資
金

が
あ
れ
ば
よ
い
の
か
、
自
分
な
り
に
生
活
レ
ベ
ル
等

I

G

JJ

H
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